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お伝えすること

●指摘の種類
●指摘事項についての解説
①自己点検シート（運営編／報酬編）
②お知らせ配信用メールアドレスの登録
③業務管理体制
④情報公表制度の申請
⑤身体的拘束等適正化の指針の整備
⑥虐待防止の指針の整備
⑦業務継続計画（災害編・感染症編）の策定
⑧感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための指針の整備
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●文書指摘
改善報告書による報告が必要

●口頭で指導する事項
事業所で修正が必要

●その他提出していただいた資料で気が付いた点
〇資料不足で確認できなかったが、

自己点検程度で対応できる内容
〇指摘ではないが、見直しをしてほしい内容

指摘の種類
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自己点検シート（運営編／報酬編）
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お知らせ配信用メールアドレスの登録

メールで情報提供
〇 指導講習会案内
〇 お知らせ
〇 研修の案内
〇 緊急情報

各種案内所在

〇 管理者の心得

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=47&page=3

〇 障害福祉情報サービスかながわ 操作マニュアル

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=9&id=22

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=47&page=3
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業務管理体制

各種案内所在

〇 業務管理体制 様式など （神奈川県ホームページ）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/cnt/f470197/index-1.html

〇 障害福祉情報サービスかながわ 操作マニュアル

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=139
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●定期的な更新が必要●

〇毎年５月～７月

〇経営情報の報告（決算後３か月以内）

〇事業所内容に変更が生じたとき

情報公表制度①

各種案内所在

〇 障害福祉サービス等情報公表システム 操作マニュアル

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/

〇 障害福祉情報サービスかながわ 情報公表お知らせのページ

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=295
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情報公表制度② 報酬編



〇指針を整備していない
〇指針でなくマニュアルや規程がある
〇高齢者者虐待防止法、介護保険法などに

特化した内容
〇項目や内容に不足がある
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身体的拘束等廃止の指針①

〇身体拘束等の適正化のための指針の整備
〇身体拘束等の適正化のための委員会

定期的な開催と従業者へ結果の周知
〇従業者に対する適正化のための研修
〇身体拘束時の記録の整備など
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身体的拘束等廃止の指針② 運営編
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身体的拘束等廃止の指針（減算）

項目に〇がついて
いても、今一度点
検をしましょう

報酬編



〇指針を整備していない
〇指針でなくマニュアルや規程がある
〇高齢者者虐待防止法など他法に特化した内容
〇項目や内容に不足がある

12

虐待の防止のための指針①

〇虐待の防止のための指針の整備
〇虐待防止委員会

定期的な開催と従業者へ結果の周知
〇従業者に対する虐待防止のための研修
〇虐待防止担当者の設置など
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虐待の防止のための指針② 運営編
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虐待の防止のための指針（減算）

項目に〇がついて
いても、今一度点
検をしましょう

報酬編



業務継続計画
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〇災害編（感染症編）を策定していない
〇項目や内容に不足がある
〇自治体、事業所名が違う
〇新型コロナウイルス感染症

〇各編の策定
〇計画内に必要な項目
〇連絡先の確定
〇新型コロナウイルス感染症
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業務継続計画 運営編
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業務継続計画 報酬編



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
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〇指針を整備していない
〇項目や内容に不足がある
〇平常時と発生時の区別
〇感染対策委員会の開催
〇研修と訓練

〇指針の整備
〇計画内に必要な項目
〇平常時の対応と非常時の対応
〇委員会と開催頻度
〇研修と訓練
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感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 運営編
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